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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

田原市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（田原―０１）】  私は、田原市豊島町で農業を営んでいます。経営は、施設が

１５a、畑１.４ha、水田１.８haを妻と２人で営んでいます。皆さんご存じのとおり、渥美

半島はもともと小さな川しかなく、雨水とため池をもとに、水に頼って細々と農業を営ん

できました。私の祖父、父の時代には芋、麦を栽培していましたが、キャベツを植えると

きには、桶に水を汲んで、株一本ずつ柄杓で水をやっていました。私も小さいときには手

伝いました。 

 昭和４３年の豊川用水の通水をきっかけとして、もともと温暖な気候であったことから、

キャベツ、ブロッコリー、ハウスでの花キ栽培が盛んになり、今では日本一の農業生産高

を誇るまでになっています。おかげで、私たちの地域では農業後継者も育ち、これからも

産地間競争に打ち勝っていけるのではないかと考えています。 

 しかし、私ども農業者にとって心配なことは、水のことであります。農業は、水がなけ

れば成り立たない。また、雨は気まぐれで、私どもの思うようには降ってくれません。聞

くところによると、田原の市長さんが先日の会議の場で、農業は安定した水が必要であり、

農家はみんな水に不安を抱いていると発表されたそうですが、全くそのとおりであります。

皆さんの記憶に残っていると思いますが、平成６年に大渇水があって、急遽、井戸を掘る

など、大変な苦労をして水を用意しました。もうあのようなことは懲り懲りであります。 

 昨年も、５月の雨が少なく節水を始めたが、季節外れの台風が来て、おかげで何とか節

水することなく過ごしました。農家は節水が始まると、この先どうなるか、いつも不安で

ある。設楽ダムができれば、安心して農業に取り組め、田原市の農業人口４万人のうち、

農業に従事している人は約３割、また、専業農家は、全農家のうち半分を占めています。

私たち農家が安心して農業に取り組み、子々孫々いつまでもこの地域の農業が引き継がれ

ることを、設楽ダムで水を確保してもらえるよう望んでいます。 

 以上です。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊橋市 

平成２５年３月１７日（日） 

 

【発表者（豊橋―０７）】  失礼します。私は、設楽町の高橋といいます。 

 私は設楽町の住民ですが、中学・高校は豊橋で過ごしました。友人、知人も多く、親戚

もおり、半分は豊橋の市民のつもりでおります。ダム問題につきまして専門家ではありま

せんが、この重要なとき、設楽町だけでなく、豊橋、豊川、下流市や東三河全体が間違い

のない方向に行ってほしいと思い、意見を述べさせていただきます。 

 設楽ダムの現在は「生活再建段階」であり検証をまとめようとしておりますが、ここま

で約４０年近くは既に経過しております。この長過ぎる年月の意味を深く検証していただ

きたいと思います。４０年の長い年月で地域にダム問題が重くのしかかり、地域住民は疲

れ、活力がそがれ、過疎と高齢化で衰退しております。アメリカではサンセット条項で５

年を経過した公共事業の計画は見直されると言いますが、日本では４０年でも驚くには当

たらないというのでしょうか。ここをぜひ検証すべきではないでしょうか。 

 ダム計画があるから、必要な生活や仕事にも重要な道路が改修されることなく、車の行

き違うことの出来ないほど狭い県道がそのままにされてきました。企業誘致に取り組んで

も、ダム計画のある町には来ようという企業は非常に限られます。若い人も働く場所も少

ない。この先、ダムで環境は悪化していくのではないか、子育てに向いていないのではな

いかと、一度町を離れたら帰ってこない人が多いのが現状です。１日でも早い生活再建は

町民の共通の願いです。 

 しかし、一方で、豊川流域県民セミナーで大学の教授等の専門家の方々から改めてダム

の問題点の指摘がありました。設楽町民の１人として生活再建は必要ですが、ダムの負の

遺産という言葉や、子や孫のため、三河湾の再生のためにも豊川を守れというメッセージ

は強く心に響きます。 

 今後、ダムを建設するにはさまざまな問題があります。一方で、ダムを中止にした場合

には、地域振興と水特法、基金の残事業の実施について検討の必要があるとしております

が、法的な裏づけをきちっとすることが非常に重要なポイントであると考えます。それを

強くお願い申し上げたいと思います。 

資料 7 - 41



 -2-

 設楽ダムだけでなく、検証対象のダムの地域住民にとって重要な問題です。中止の場合

の法的な裏づけがないため、無駄や不合理と考えられるダムをやらざるを得ない状況に追

い込まれてしまう場合があるとされ、非常に重要な問題です。設楽ダムの問題点は、ダム

の建設計画の位置が設楽町の中心部である田口地区の真裏に当たり、９,８００万m3の巨大

な水圧がこの山にかかり続ければ地盤や地質のもろさを言われており、ゲリラ豪雨や万一

の地震等のときに万全だとはとても言えない点です。 

 直下流の清嶺、田峯地区には、川沿いに多くの住宅、商店、小学校、保育園、老人ホー

ム等があり、万一のダムの事故には大災害になるおそれもあり、とてもダムの建設適地と

は言えない場所です。予想外の大災害が多発する現在、少しでもその危険性を排除するこ

とが求められている中、ダム本体建設は、その直下流住民、ダムに隣接する住民にとって

非常に不安な危険物にほかなりません。ダムのコントロールのきかないほどのゲリラ豪雨

が発生し、満々と貯められたダムの水が一気に流されればひとたまりもありません。大災

害の危険をわざわざつくろうというのでしょうか。 

 ダムの治水についても疑問があります。設楽ダムの流域面積は豊川流域面積のわずか

９％しかなく、ここを外れてゲリラ的な集中豪雨があった場合には、下流市のためには全

くダムの治水機能は発揮できないという点です。代替案があります。予算でダム案と河道

掘削案を比べてみますと、ダム案が６９０億で、うち、ダムの残事業費４２０億、河道掘

削案が７１０億で、うち、ダムの降下量に相当する河道掘削案は４４０億です。予算の差

はわずかに２０億です。 

 ダムは堆砂が進み、排砂には莫大な費用がかかるとの予測があります。中部地方のダム

は、特に堆砂の進行が早いと言われております。佐久間ダムや矢作ダムは３０％、三和ダ

ムや黒部ダムは５０％が既に堆砂で埋まっているというデータが公表されております。設

楽ダムの計画堆砂量は６００万m3ですが、中部地方近隣のダムの堆砂を見ると、とてもそ

の数値におさまるとは思えません。排砂の技術が確立されていないとともに、非効率な処

理では莫大な費用がかかるとの指摘があります。 

 さらに、夏には多くのアユ釣り客が訪れ、漁協は川を非常に大切にしてきましたが、地

元漁協や下流の漁協、アサリ漁で有名な三河湾の六丈潟等への影響を軽く考えているので

はないでしょうか。三河湾の海岸浸食対策や湾内の汚濁、水質悪化とそれに対する補償、

排砂の処理費用等を考えると、ダム案と河道掘削案のこの差は逆転するのではないでしょ

うか。しかも、年間の維持管理費はダム案よりも河道掘削案のほうが１,０００万円安くで
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きるとの試算が出されております。また、河道掘削、霞小堤の改修を行った区間は、その

区間から順次効果を発現していくとしております。ダムが完成までに、これからさらに長

い期間、最低でも十数年は流域の地域住民を危険な状態に放置していかざるを得ない現況

を考えると、大規模な環境破壊を招きかねないダム計画に比べ、優位性のある河道掘削計

画をとるべきではないでしょうか。河道掘削計画案なら地元の中小企業の土木業者も事業

に参入が可能で、地域経済に与える効果もダム案より期待が持てます。この災害が多発す

る現在、毎年のように来る台風やゲリラ豪雨の対策が打てずに、この先、何年も、十数年

もかかるダムのため、今、ほかに打つ手がないとは下流市民にとっても大変なリスクにな

ります。早急に取り組める河道掘削をできる区間から一刻も早く進め、流域住民に安心、

安全な生活を確保するよう取り組んでいくべきではないでしょうか。 

 財政面でも、国と地方を合わせて１,０００兆円に迫るという莫大な財政債務の問題があ

ります。ダムは当初の予算どおりには進まないと言われており、確実な効果が期待できる

河道掘削案を取り上げ早急に実施すべきではないでしょうか。愛知県は環境万博や種の多

様性条約のＣＯＰ１０を開催し、環境重視の姿勢を県民に強くアピールしてきました。東

日本の大震災から２年を経た現在、国と県は安心、安全で環境面でできる限り環境を守っ

ていく姿勢を改めて強く示すべきときではないでしょうか。 

 以上です。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊橋市 

平成２５年３月１７日（日） 

 

【発表者（豊橋―０８）】  私は設楽町民ですけど、豊橋の賀茂町に会社の営業所があり

ます者です。毎年、洪水の恐怖に従業員一同、さらされています。 

 説明をいたします。 

 これは、平成２１年９月２１日午後５時半ごろの状態です。この見えるのが柿の上部で

す。ここにフェンスがあります。このフェンスから２ｍぐらいに、うちの会社の営業所が

あります。柿の木はそれより２ｍぐらい下です。この柿の木があったのですけど、あと３

０分後ぐらいには消えます。 

 それで、この写真を撮ったときの状態ですけど、ここに県道があります。この手前で、

県道で、トラックで巻き込まれて、運転席に残されました。運転席まで水が来まして、ち

ょっと見えにくいですけど、ここまで沈みましたから、ここの上に登って逃げてきました。

それがこの辺です。そのような状態です。それで、救出を求めまして、約４時間後にボー

トで救出されました。 

 これは３０分後、これが一番多いときの状態です。もうほとんど来ています、水が。で

すから、ここでとまっておったトラックはもう完全にこの屋根まで水没しました。こんな

ことが毎年あっていいでしょうか。 

 私も、平成１５年８月１１日だと思いますけど、このような状態になりまして、ボート

で私自身救出されました。そのとき４名いました。そのときにたまたまテレビの映像に移

りまして、ニュースで流れたところを仲間が見て、情けないなと言われました。なぜ早く

逃げんのかと言われましたけど、この水はあっという間に来ます。どうでしょうかね。こ

れだけ着いても、３時間後には何にもなくなります。３時間で来て、３時間でなくなる。

ということは、何時間か治水してもらえれば、絶対これは来ない、水は。私は思います。 

 また、設楽町には、昭和４８年、設楽ダム計画を国、県より提示され、以来３０年余り

の検討協議を重ねて、平成２１年２月５日に東三河地域全体の相互発展のため、損失補償

基準並びに設楽ダム建設同意の協定を締結しました。しかし、同年、政権交代により、で

きるだけダムに頼らない治水の政策転換をされ、再提唱となりました。洪水調整、新規利
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水、流水の正常な機能維持の３点を目標に、設楽ダムを含まない対策の再提唱が始まりま

した。 

 閲覧しました資料を精査いたしますと、ダムに頼らない東三河の治水利水案は、コスト

と時間面で無理が生じることが理解できました。特に自社の営業所が豊橋市賀茂、また、

ここは霞小堤と申します。たび重なる洪水に悩まされて仕事をしている関係上、今回の治

水の検証結果には、近隣住民ともども満足しています。また、流水の正常な機能維持の観

点も、詳細なる説明で十分理解できました。総合評価として、設楽ダム建設案が優位であ

ると決断に賛同します。ダムに頼らない検証で新たな東三河の実情を勉強することができ

ましたことにも感謝申し上げ、私の意見といたします。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊橋市 

平成２５年３月１７日（日） 

 

【発表者（豊橋―１０）】  豊橋から来ました古橋と申します。よろしくお願いします。

皆さんがいろいろ言われております。重なるところもありますけど、よろしくお願いしま

す。 

 私が一番今感じていること、前の方も言われましたけれども、今、組織のあり方という

ことがすごく気になっています。イエスマンばかり集めて、自分たちのセクトだけで決め

ていく官僚制、縦割り社会。そういうことで、ほかの部署がやっていることは全く無視す

るという、そういう中でほんとうに、私たちの愛する東三河、ほんとうに自然豊かなとこ

ろですので、そういうところを壊していただきたくないということで、私も設楽ダムに反

対する立場から意見を発表させていただきます。 

 まず１つは、「意見聴取」、「意見を聴く場」。今日会場に来きましたら、「ご意見をお聴き

する場」というふうになっていましたけど、全く地域住民の意見を聞いていないのではな

いか。「聴く」という、この漢字を使ってほしくないですし、全く聞いていない実態があり

ます。 

 それは、細かい話はできないんですけど、河川法が改正されまして地元住民の意見を聞

くという形で流域委員会が開かれたはずなのに、当時は建設省ですけど、国土交通省の事

務局の取り回しで、住民の意見を聞かない。それから、環境アセスでいろいろな意見書を

求められて、私も書いたことがあるんですけど、それも聞かない。それから、検討の場が

進みまして、パブリックコメントが、２回行われましたが、それも全く聞かない。聞かな

い会だというふうに思っています。ぜひ本当に聞く会にしていただきたいと思っています。

それを少し具体的にお話ししていきたいと思います。 

 先ほどから同じ資料が出てきますけど、「自然に優しい設楽ダムを目指して」（平成１９

年６月）（設楽ダム工事事務所）（以下「目指して」を表現）と「設楽ダムにおける環境影

響評価と環境保全への取り組み」（平成２４年８月）（設楽ダム工事事務所）（以下「取り組

み」と標記）がここにあります。「取り組み」はさすがに「自然に優しい」というタイトル

じゃなくなりましたが、５年前に出たものと、それから、今回、出ているものでは、表題
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が変わったことと５カ所だけ変わっています。年表がつけ加わったということとか、田原

市が合併して全国一になったとか、しかし、資料（豊橋－１０－１）「取り組み」４ページ

は新しいデータに全然変わってないんです。前の方も言われていましたけれども、全然変

わらないということで、右上の図ですけど１１０日というこの数字はどういう数字かなと

いうこと、後でまた見ます。 

 それから、下の図です。平成１２年から１７年までの図です。これ、平成１５年、１６

年はゼロですよね。実際には平成１９年から２４年までゼロなんですけど、そういう印象

を与えない図ですよね。これは、意図的にとしか言いようがない。こういうところだけは

変えていないんです。 

 次の図資料（豊橋－１０－２）をお願いします。これもすごい。上の図がそれを表にし

たものです。これが「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」（平成２５年２

月）２－１７に出てくる図です。ゼロを飛ばすんです、すごいですよね。下を見てくださ

い。これもゼロを飛ばしています。すごいですよね。 

 ここの数字を、私、数学苦手なんですけど、全部足してみました。全部足してまさかと

思ったんですけど３２回って書いてあるので、３２回で割ると１１０日という数字が出て

くるんです、びっくりしました。だって、おかしいですよね。「第２回とよがわ流域県民セ

ミナー 豊川水系の治水・利水計画と設楽ダム事業について」（平成２４年１０月６日）

（中部地方整備局）の６－３、これってゼロを入れていないんですから。 

 済みません、３番目の図資料（豊橋－１０－３）をお願いします。全体図を見せてくだ

さい。これ、平成１５、１６年ゼロがあります。平成１９～２４年までここもゼロですね。

これが正確な図です。前の方言われましたけど、水は足りているんです。設楽ダムは水が

足らないからという理由で建設すると言われてきているんですけど、何人かの方が言われ

ていますけど、豊川総合用水事業が完成して水不足は解消されているんです。ほかの部署

のことはまるで聞かないし、見せないし、水不足だった２０年以上前の計画を無理やりに

今現在に推し進めようとするから、このようなデータのごまかしをせざるを得ないんでし

ょう。 

 もう一枚、４番目の図（豊葦－１０－４）「目指して」５ページを見てください。時間が

ないので、上の図です。見えますかね。これ、新しい版ではちゃんと直っているんですけ

ど。見てください、ここ、なぜ消すんですか、これ。あるはずの施設を消しているんです

よね。こんなことっていいんですか。これ、自分の部署でないから、都合が悪いから消し
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ているんですよね、きっと。違いますかね、どうですかね。 

 ということで、ほんとうにこんな形で時代が進んでいくというのは非常に危険だなとい

うふうに思っています。 

 愛知県の動きとしては、今、豊川流域県民セミナーということで４回行われていて、３

番目の図は、そこに出てきている国土交通省の資料なんですけど。これ、さっきの資料は

これです。ここには、きちんとゼロも出てきております。ですから、それは意図的にやっ

ておるとしか思えない。 

 今、設楽町では、昨日の新聞報道では、１２４世帯のうち１００世帯８０％が移転して

いるし、３００haのうち１６６ｈａ、５５％も実際移転が進行しているわけです。もうほ

んとうに進行しています。愛知県で検討の場が行われ、国土交通省でも検討の場が行われ

ているという状況のなかで、これは何なのかなということです。事業主体が自ら検討され

ても、こういう誤魔化しとかが行われ何ともならないのです。だから、第三者機関で、「ほ

んとうに設楽ダムは必要なのか。」「東三河の将来をどういうふうに調整していくか」とい

う、そういうことをぜひ中立の立場から検討していってほしいなと思います。 

 それから、時間がなくなりましたけど、川、ほんとうにひどくなりました、三河湾。ア

ユ、アサリ、ウナギなどの問題、豊川って本当に豊かな川です。東三河の豊かさというの

は経済的な豊かさだけでなく、自然の豊かさ、すばらしいものをいっぱい持っていて、こ

れを絶対壊しではいけない。外国人が水源地域の土地を買っているというのも問題ですが、

私たち自身が自然を壊してはいけないし、豊かな川の流れと自然の豊かさをぜひ守ってい

きたい。清流は私たちの財産ですので、これをぜひ守っていただきたい。設楽ダムはお金

もかかるし、財政難ですし、そういう意味ではぜひ中止していただきたい。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊川市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（豊川―０１）】  じゃ、始めます。１番の発表者です。 

 私は、豊橋市でももうすぐ豊川に近い清須町というところに住んでおりまして、豊川と

豊川放水路のちょうど間に家があります。流域住民でもあり、三河湾の沿岸住民でもあり

ます。それで、私、今年で４９になるんですが、豊川でシジミの巻き取りの経験もあった

りして、漁業者の立場も若干わかるということで、そういうことも含めて今日はお話をし

ます。 

 今回の設楽ダムの事業は、利水や治水そのものの根拠となった需要予測や土地利用など

を含めた地理的要因について検証をしていません。また、環境影響評価の範囲は、治水効

果は河口まであるというふうに謳ってあるんですが、調査は豊川の中流域の布里までしか

行われておりません。このことについて大変疑問に思っております。そして、今回の検証

も公平な第三者機関による検証作業ではなくて、まさに事業官庁である国土交通省様自ら

が行っているものと聞いております。 

 もう一つ、国の直轄事業ということなんですが、資金の負担を愛知県にもされていると

いうことで、今、愛知県のほうは設楽ダムの連続公開講座というものを開催して、県民に

広くわかりやすく、その内容を知らせることを行っています。計画自体がかつての高度経

済成長期に計画された事業をそのまま続けようということで、建設の根拠となった需要予

測とか洪水の予測なんかを最近の知見や技術によって抜本的な見直しをしていただきたい

と思います。 

 そして、検証のほうも公平な第三者の機関によって行ってほしいと。それで、愛知県の

ほうはこういう公開講座は全て準備の会議から映像の議事録をとって公開をしているので、

なるべくその公開性を高めていただきたいと思います。 

 それで、せっかく持ってきたので、豊川河口の産物のお話をします。私自身がシジミの

巻き取りの経験があるということで、それで、一応在野の研究者でもあるということで、

２００６年に豊川と矢作川の河口域の調査をしたときの資料をお見せします。 

 豊川は豊川総合用水の工事が完了してもまだ若干シジミがおりまして、１００haぐらい
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の規模で生息をしています。ただ、豊川用水の事業が始まる前はこの３倍以上の生息面積

がありまして、農業関係で取水したということでかなり生息域は狭くなっています。 

 ご存じのとおり、シジミ自体もアサリ同様にろ過性生物のために、水質の高い浄化機能

を持っています。大体今現在の生残量で１時間当たりに１７万m3ぐらいの汽水をろ過して

いるということです。生存がこんな程度ですかね。あとはハマグリも、１９７０年くらい

までは漁獲対象物として前芝海岸あたりに生息をしていたのですが、やはり河川の影響、

豊川放水路が完成したときに消滅をしてしまいました。 

 下の青色のほうがアサリの生息域なんですが、今は潮が辛くなってしまって、渡津橋ま

でアサリが生息すると。川の中でアサリがいるということになっています。絶滅危惧種と

かいろいろあるんですが、普通種と言われているところも非常に今量が減っていまして、

どちらも右肩下がりで、本来自給できるはずのものがもう輸入に頼っているということで

す。 

 豊川河口というのは全国のアサリの８割ぐらいを賄っているアサリの産地ということで、

漁業者だけでなくて消費者も非常に心配をしているということで、豊川の総合用水の工事

の前例を見ると、新たな取水をすると河口域には影響があるだろうと。環境影響評価でも

小さな影響はあるよというふうに明記がされていたので、我々はもうこれ以上減らすとい

うそういう消極的なところではなくて、もう少し数を増やしたいという思いがありまして、

少しでも影響のあるということはなるべく避けていただいて、どちらかといえばより多く

とれるような形の工事なり事業なりをしていただきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊川市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（豊川―０２）】  発表者２番です。 

 私は、豊川市三上町の東側に在住している者です。私が６４年の間に大きな災害を受け

たことを発表し、設楽ダムの早期完成及び堤防を完全につくっていただきたいというお願

いをしていきたいというふうに思います。 

 議題は今まで多くの災害を受けた内容を発表していきますので、よろしくお願いしてい

きたいというふうに思います。 

 私の町内の中に東部小学校校区、麻生田、睦美、三上の中に東部小学校のこういう寸劇

を披露されましたことを１点発表し、その後は被害の状況、我々がどれだけ泣いているか

ということを発表していきたいというふうに思います。 

 昨年２４年１１月３０日、東部小学校の３年生、４年生が学校の日に２００年前にあっ

た事例を寸劇で発表されました。これは二葉町地内です。霞堤が決壊した。それに伴って

修復工事を吉田藩にお願いしたところ、人柱を立てられれば堤防を直しますと、こういう

悲しい事例がありました。そういうことを、今も地蔵様が立っているという状況の中で、

小学校がそういう歴史を辿ってということでありました。 

 それで、今、私たち豊川を上流に向かって東側、西側、西側は５０年前に西も東も多く

の地区で水が浸いたというふうに思います。それ以降、西側の堤防は完全に修復されて８

ｍの水でも堤防が切れない。我々は、ここの新聞にあるように、全面に水がついてしまう

ということで来たというふうに思います。 

 私は、東側の一農業をやっている人であります。今までに多くの被害を受けたことを発

表していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 ３０年前、稲刈りが済んでやれやれと思ったら稲が全部流されてしまった。約８ｍの水

が出たと思います。その１年間の苦労がそのときに、また１年間どうやってご飯を食べて

いこうかと。今の新聞の中の地区の方はほんとうに泣いております。 

 それと、今、田んぼの話が出ましたので、８月の穂が出る前に水がついたら、普通８俵、

９俵ある田んぼでありますけど、１俵、２俵ということもありました。それだけ農家の方
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は泣いておるということを皆さん承知していただきたいというふうに思います。 

 それと、２０１１年、台風６号の被害、これはほんとうに台風のたびに泣いております。

それと、９月２０日の台風というのは、やはり先ほど申しましたように８ｍの水で、今ま

で一生懸命、柿をつくり、野菜をつくっておりましたけど、果樹の例でいきますと、この

時点で９月２０日に冠水しますと、全部柿の実が落ちてしまいます。収穫ゼロです。そう

いうことで、ほんとうに柿をつくっている方、果樹をつくっている方、それとかハウスの

中まで水が入って、ほんとうにこの１年間どうしていこうかということがあるというふう

に思います。 

 私の町内の例を、この９月２０日の例で、実際に私の畑で被害に遭っております。これ

は９月１５日ごろ冬野菜白菜をまいて、その白菜が全部流され、なおかつ泥まで流され、

なおかつ、おつりとして大量のごみを置いていってくれる。それを何処へ持っていっても、

ごみは片づけてくれない、泥は入れてくれない、補償はない、どうしたらいいんでしょう

かと。この地区の方はみんな、そういう不満を持っております。 

 地区によっては、西側のほうへ畑が空いておるで、つくってくれればいいんだと。そう

すると、東側の地区の方はもう荒れ放題になって、手もつけられなくなれば、農業をやめ

て何をするんだと、自分の先祖からもらった田畑を放棄するのかということにもなるかと

いうふうに思いますので、そういう観点から設楽ダムの早期完成をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 なお且つもう一点、昨年６月３０日に県道豊橋新城方面へ向かう道路が４ｍ５０で、豊

川の水が４ｍ５０出ますと、県道が冠水してしまうと。これは昼間であればわかりますけ

ど、夜中、車で来て突っ込んで、大きな事故がないからいいんですけど、故障しておる車

もあります。その中で、あわや流れが早くて車がさらわれ、死亡したらどうするんでしょ

うか。そういうことも考えていただきたいということで、私はほんとうにその町内におる

農家としての発言とさせていただきたいというふうに思います。 

 以上の被害のあった上、設楽ダムの早期完成、完成ができなかったら東側の堤防を完全

にとめてください。そうすれば、多くの豊橋地区、一宮地区の東側の方が助かるという言

い方をすると、これからの農業が発展していくという、やる気があるということを見せて

いただきたいというふうに思います。そういうことで、簡単ではありますけど、発表とか

えさせていただきます。 

 以上です。 

資料 7 - 55



 -1-

「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊川市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（豊川―０３）】  ３番目の発表者となります。 

 私は、この管内で、山手といいますが、千両地区といいまして、ほんとうに水利のない

地区で農家を営んでおります。 

 先ほどから利水の件、治水の件というお話もありますが、我々としましては、昭和４０

年代前半に宇連ダムからの利水で豊川用水西部幹線の恩恵をあずかりまして、それまでは

イモとかクワ、そんなものしかできない農地が今では施設園芸の大変盛んな農業生産の豊

かな地域に発展したわけであります。その中で、私も施設園芸の中でバラの花を切り花と

して栽培しております。水耕栽培ですので、水が命であります。それも何でもいい水では

ありません。安定した水でなければ、我々の栽培はどうしても執念ではうまくいきません。 

 その中で、今、大島ダムもでき、ここ最近は表立った節水というのがないかもしれませ

んが、一部１０％、２０％、工業用水、農業用水で行われているのが事実であります。し

かし、我々の栽培には今のところ表立って影響することが少ないのが現実であります。し

かしながら、十数年前を振り返りますと、農業用水も５０％以上の削減があり、２日に１

回しか出ない。我々は３ｔタンクをトラックに積んで毎日水を補給しました。そんな苦労

はもうしたくありませんし、また、我々農家が今この利水に頼るところが大であります。 

 我々として、安定した経営をしていくためにも、今後この地域が、皆様ご存じのように

亜熱帯化を迎え、時にしてゲリラ豪雨があり、時にして４０日、５０日も灌水がないとい

うような環境の中で、やはり設楽ダム、そして、利水について、将来に不安のないような

形で、今後とも産業の礎となる水を地域全体で確保していきたい。そのためには、どうし

ても犠牲になられる設楽町の方々のご意見、ご要望、そして、下流域に与える影響もしっ

かりとした対応をしながら、水上から水の下まで協調し合い、そして、意思の疎通を図り

ながら共存共栄できるような形、それが望まれると思っております。 

 今後、５年、１０年先、どんな不測の事態が起こるかもしれません。２番目の発表者か

らありました２０１１年の豪雨、私の友達も施設園芸で大変な被害を受けました。全滅で

あります。大変高いお金をかけて投資した機械、丹精込めて半年もかけてつくっていた作
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物、全てだめであります。我々も自分の仕事を放って助けに参りました。行っても、長靴

を履いても長靴に水が入るほどまだついておりましたが、何とか次へ建て直す意欲が湧く

ように、何日も何日も助けに行った思い出があります。 

 その人たちも、今ではそのことを忘れるように、営農活動に勤しんでもらっております

が、ぜひとも治水の面では、今後の環境からいっても設楽ダムというものをしっかりして

いただいて、我々の地にある歴史ある霞堤ですが、現代に合わせたような形の護岸工事を

私も切に希望する１人であります。私たち農家にとりましては、安定した水がない限り将

来の設計図は描けません。子、孫の代まで私は農家としてしっかりと伝承してまいりたい

と思っております。いろいろな問題というのも皆さんで話し合いながら、やはり全て解決

しながら、ぜひとも実現に向けて邁進していただきたいと思います。 

 以上で発言を終わります。ありがとうございました。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊川市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（豊川―０４）】  ４番の市野と申します。 

 私はただいま６７歳になりまして、豊川の流域に生まれて現在まで過ごしております。

学生時代に少し外へ出たことはございますが、流域のことについてはよく子供の頃から見

ております。今の演者が申されたような霞の問題もよく知っております。しかしながら、

今回の設楽ダムの検証については、大変な問題があるということについて指摘せざるを得

ません。 

 これは私自身が自然環境の問題について特に関心を持っておりまして、この地域の環境

破壊をしたということを、この大型の公共事業が、海から山から川までものすごい形でこ

の５０年間日本は経済発展をしました。農業もものすごく、私の子供の頃からすれば見違

えるような姿になっておりますが、振り返って環境のことを考えますと、ものすごい環境

悪化が起きております。このまま公共事業を進めていっていいのかどうかということを今

の時点できちっと我々が総括しないと、このまま行けばほんとうに未来がなくなります。

この地域の未来がなくなります。そういう観点からお話をさせていただきます。 

 今回、国土交通省の中部地方整備局が検証をおやりになったわけですが、検証主体が事

業主体、設楽ダムを含めた豊川の河川整備事業を行っている事業主体そのものが検証する

ということになっていますので、第三者ではなくて第一人者がそのまま検証するというこ

とになって、これは客観性が大変疑われます。 

 また、住民意見について、パブリックコメントを２回されましたけれども、それ以外に

は住民が物を申す場所はありませんでした。検証の関係地方公共団体からなる検討の場と

いうのが設けられましたが、各市町の長と愛知県の副知事からなる場でありまして、傍聴

はできましたけれども、意見を言う機会もなく、質問をする機会もありませんでした。そ

ういうことで、この地域の住民がほんとうに主権者であるのか、とても疑わしい扱いを私

どもは受けてきたわけです。 

 パブリックコメントの取り扱いについても、意見の概要という一覧表が出まして、それ

に対する事業者の考え方が対比させられて、それについての質疑応答、やりとりが全くで
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きないですね。意見を言ってもただ聞き置かれて、それについて若干の見解が示されるだ

け、こういうことでほんとうに民主国家であるのか、こういう問題があります。 

 本来検証されるべきはどういう問題であったかということについて、少しまとめて整理

をさせていただきます。 

 治水の問題ですが、これはご覧になってすぐおわかりになるかもしれませんが、奥に見

えているのが牟呂松原頭首工でございまして、その下流側から見ておりますが、向こう側

ですね。対岸が川の底に溜まった土砂を削り取って川幅、水の流れる流路、断面積を増や

している工事で、これは今年の２月に撮った写真ですので、つい最近この工事が行われて

いる。この部分は地名で言うと一鍬田になります。一鍬田の川床が盛り上がっているとこ

ろで、標高で言いますと、ちょうど木が生えているところが標高で２０ｍ、こちらの私が

立って写真を撮っている堤防の上が２４ｍで４ｍしか差がありません。 

 それで、堤防は１.５ｍの余裕高を持っていますので、２２.５ｍまでは一応洪水が来て

も大丈夫というつくりになっている。向こう側、対岸は２０ｍですから２.５ｍ、水は大水

のときはかぶると。戦後最大洪水ぐらいのときはですね。そういう場所で、豊川の洪水時

に一番水位が高くなる場所で危険な場所であり、ここの川の面積、河積といいますが、川

の断面積を広げる工事が行われました。 

 今回の意見を申し上げるに際して、この辺のこういう工事、河道工事が、この整備が下

流のほうからずっと整備されてきて、ここが国土交通大臣の所管の一番上流部です。ここ

のところまで工事が進んできて、洪水時に流れる水量が十分大きくなってきている。その

流量について示してくれという公開質問状を出しまして、そんなものはつくっていないと。

現時点で２４年度末の状態の水位がどうなるかというようなことはつくっていないという

ことが返事でございまして、情報開示はされていないということでございます。 

 したがって、私は少し目の子算でやっていますが、先ほども例が出ておりましたが、２

０１１年９月２０日、２１日の台風に伴う洪水ですね。このときは宇連ダムと大島ダムか

ら合わせて４５０m3/secがどんと出されたので、その時点で大きな洪水ピークが出て霞の

浸水も大分被害が多かったわけです。そういうことも含めまして、設楽ダムがほんとうに

役に立つのかという議論はきちっと論理的に考えないといけないわけです。洪水の問題も

ですね。 

 それで、豊川の洪水対策がどういう仕組みになっておるのかということを申しますと、

基本高水、百五十年に一度の洪水が７,１００m3なんですね、毎秒。これはもう豊川の治水、
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川に流せる水は４,１００とか４,２００、ちょうどこの間の、先ほどの１１年９月の台風

のときの洪水が大体４,２００m3/secだったんです。４,２００m3/sec流れたときにこの場

所でちょうど河川整備計画の一番高い線の高水の線で大体水がとまっていました。私は洪

水直後に見てきました。ということで、大体４,２００は現状で流れると。すぐ終わります。 

＜発表時間10分を超過したため、議事録としては以下の内容を記載いたしません。＞ 

【司会】  時間となりましたので……。 

【発表者（豊川―０４）】  河道の断面積を１０％増やして、１０％流量が増えたとすれ

ば大体４,６００m3/sec流れるわけです。ですから、今の整備計画が目標としている線にま

で現在大体達していると。そういうところも含めて、我々住民と事業者がきちっと議論を

して、ほんとうに設楽ダムが必要かどうかということをもう一度きちっと検証することが

必要。今回の検証ではそういうことが全くなされておりません。ということを申し上げて

終わりにさせていただきます。 
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「設楽ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民からのご意見をお聴きする場 

豊川市 

平成２５年３月１５日（金） 

 

【発表者（豊川―０６）】  発表者６番です。 

 私は、豊川の中心部、市民病院の近くに住んでいます。特に農業、工業をやっているわ

けではありません。それで、図が出ますけれども、もともとの先天性の視覚障害で２級な

ので、ちょっとそれとは合っていない面があるかもしれませんけど、その辺はご容赦くだ

さい。 

 それと、素案の分析を詳しくしているわけではありませんので、私の率直な思いを述べ

たいと思います。私は、このダム事業については直ちに中止する、廃止してほしいという

立場です。それは環境保護の面とともに、無駄で無用な公共事業であって、税金の多額の

無駄遣いだと思っています。 

 というのは、治水と利水の面から見たときに、利水の面で需要予測、あるいは渇水対策

という点から見ても、基準年となる年数がかなり以前のものであり、設楽ダム建設構想が

持ち上がったころ、昭和４０年代半ばごろ、それからそんなに何度も見直しはしていませ

んので、それに基づいているのであれば、もうそれから約半世紀弱経っていますので、現

状は変わっているし、需要予測というのは国土交通省、国がいう点の半分以下、もっと低

いのではないかと思っています。 

 具体的に渇水対策、節水の面でも見ても、私は農業、工業はしていませんけれども、最

近１０年間ぐらいを見たときに、２００４年前後でしたけれども、そのときに一時あった

にしても、今から二、三十年前と思いますけど、九州のほうであった断水何日間というの

は、私は一般の市民ですので、体験していません。 

 水道水の需要予測も２７年には１.３倍、農業用水で２倍という予測のデータを見たこと

がありますが、それにしても今の家電製品の器具を見ても節水系の器具が多いですし、ま

た、農業を見たときにも、農業はしていませんけれども、４０年から何年たって２７年と

いうのを見たのかはわかりませんが、今はかなり国の政策で減反政策が進んでいるし、ま

た、農業でも、工業用水とともに循環的なそういう仕組みの中で取り組まれているのであ

れば、その需要予測というのが、２倍であれば半分、水道用水であれば、１.３倍であれば
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その半分ぐらい、そういう見込み予測というのは過大に評価している面が多いと思ってい

ます。 

 治水の面を見ても、１６０年とか５０年は別としても、頻繁にゲリラ豪雨が最近あるの

ではないかという向きもありますが、そうであってもダムのような莫大な費用をかけて必

ず防げるかというと、私は堤防とか河川改修でかなり、絶対とは言えませんけど、防げる

のではないかと思っています。 

 また、もう一点、治山と利水の面で簡単に述べましたけれども、総工費がよく何億と言

われますけれども、それに関連する費用、あるいはその後のメンテナンスを考えてみると、

その総工費の倍ぐらいは実際にはかかってくるのではないかと思っています。実際にでき

たときに、今の財政の厳しいときにそれに使う費用があるならば、２００２年の豊川用水

の総合事業の完了でほぼ事足りているのではないかと思っています。 

 あと、終わりに思うことが２つありまして、先ほど発言者の中でもありましたが、検証

委員会のメンバー構成というのがかなり国中心であるのではないかと思っています。最終

決定するのであれば、賛成も反対も含んだ第三者委員会でほんとうの検証として、今の時

点で需要予測とか洪水予測をしてみて決定するべきだと思っています。 

 もう一点は、下流の新城、豊川、豊橋、田原、蒲郡５市の議会とか首長の推進決議がさ

れているという報道が以前にありましたが、末端の住民に向けてわかりやすい資料をもと

に調査をして、それが全員とは行かなくてもサンプル調査であってもいいので、ほんとう

の意見聴取をしないまま突き進むのは危険だと思っています。 

 私の個人的な意見かもしれませんが、議会、首長は全ての市民、住民を代表しているか

と言われると、その点については、国が一旦決めたものは背けないというか、そういう足

枷、ペナルティー、地方交付税のようなものが加わってくるので、あの推進決議が全て下

流住民の代弁とは言えないと思っています。 

 以上です。 
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